
◆◆高額療養費制度　・　自己負担限度額　早見表◆◆

【　平成３０年８月診療分より適用　】

高額療養費の対象となる自己負担限度額

適用区分 ７０歳以上 付加給付の対象となる

７０歳未満 外来 外来・入院の合計 自己負担限度額

(個人ごと) (世帯ごと)

　８３万円以上 ２５２，６００円　＋　(　医療費　－　８４２，０００円　)　×　１％

≪　多数該当　・　１４０，１００円　≫ ５０，０００円

　５３万円～７９万円 １６７，４００円　＋　(　医療費　－　５５８，０００円　)　×　１％

≪　多数該当　・　９３，０００円　≫

　２８万円～５０万円 ８０，１００円　＋　(　医療費　－　２６７，０００円　)　×　１％

≪　多数該当　・　４４，４００円　≫

　２６万円以下 ５７，６００円 １８，０００円 ５７，６００円 ２５，０００円

≪多数該当・４４，４００円≫ ≪年間上限・１４４，０００円≫ ≪多数該当・４４，４００円≫

　低所得者 ３５，４００円 ８，０００円 低所得Ⅱ・２４，６００円

　(住民税非課税) ≪多数該当・２４，６００円≫ 低所得Ⅰ・１５，０００円

　　　≪多数該当≫ 低所得Ⅱ・住民税非課税、年金収入80～160万円の被保険者とその被扶養者

　　　　同じ世帯で、直近１２ヵ月間に高額療養費が支給された月数が 低所得Ⅰ・住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者

　　　　３ヵ月以上(３回以上)になった場合の４ヵ月目(４回目)以降に適用

(標準報酬月額)


